
ᖹ成 29ᖺ度 真城地区振興会総会 

 

                                  日 時：ᖹ成 29ᖺ４月 12日(水) 

               午後㸱時～ 

場 所：奥州市真城地区センター 

 

次 第 

 

㸦奥州市民憲章唱和㸧 

１ 開  会 

 

㸰 会長あいさつ 

 

㸱 議長選出 

   

４ 成立要件の確認 

 

㸳 議  事 

報告第１号 ᖹ成28ᖺ度事業報告 

認定第１号 ᖹ成 28ᖺ度会計収支決算 

議案第１号 真城地区振興会規約の一部改正について 

議案第㸰号 ᖹ成 29ᖺ度事業計画㸦案㸧 

議案第㸱号 会費の額、徴収方法について 

議案第４号 ᖹ成 29ᖺ度会計収支予算㸦案㸧 

    

６ その他 

 

７ 閉 会 



～ 奥州市民憲章 ～ 

 

わたẲたちỊẆ歴史・伝統・自然Ệ恵ộủたこỉộちỉ市民ỂあỦこểử

誇ụểẲẆẰỤỆ良いộちửめằẲề市民憲章ử定めộすẇ 

一 ふỦẰểử愛Ẳ いẨいẨể働ẪこểầỂẨỦộちửつẪụộす 

一 すすỮỂ学び 文化ỉẦấụ高いộちửつẪụộす 

一 ỚỮễầ手ửつễẩ 健康Ể明ỦいộちửつẪụộす 

䛀ᖹ成 19ᖺ２月 20日制定䛁 

 

 



役員名簿　　　任期：Ｈ28.4.1～Ｈ30.3.31　

役職 氏名 団体・役職 行政区

1 顧問 中澤　俊明 奥州市議会議員 下中野

2
顧問・代議員

阿部　加代子 奥州市議会議員 大深沢

3 顧問 遠藤　計悦 知識経験者 上中野

4 会長 山内　孝義 知識経験者 要害

5 副会長 佐藤　正美 行政区長会長 折居町

6 副会長 小澤　房子 知識経験者 真城が丘

7 副会長 三宮　宮子 真城婦人会長 堤尻

8 理事 吉田　健一　 行政区長 要害

9 理事 吉田　宗雄 行政区長 高根

10 理事 千葉　長英 行政区長 川尻

11 理事 岩淵　雅規 行政区長 上中野

12 理事 菅原　公文 行政区長 下中野

13 理事 鈴木　琢夫 行政区長 大深沢

14 理事 今野　紀昭 行政区長 堤尻

15 理事 千葉　信明 行政区長 秋成

16 理事 藤井　邦夫 行政区長 須江

17 理事 佐川　一美 行政区長 真城が丘

18 理事 佐藤　政幸 真城小学校 堤尻

19 理事 阿部　廣 地域福祉推進協議会真城支部長 真城が丘

20 理事 佐藤　時雄 総合型真城体育協会長 堤尻

21 理事 小田原　盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会長 上中野

22 理事 岡元　世子 子ども会育成会連絡協議会長 真城が丘

23 理事 菅原　亮一 奥州市農業委員会委員 下中野

24 理事 佐藤　永匡 奥州市農業委員会委員 須江

25 理事 （重複欠員） 真城地区民生児童委員協議会長

26 理事 山内　康晴 水沢警察署真城駐在所長 真城が丘

27 理事 千葉　悦三 真城地区センター長

28 監事 千田　繁 行政区長会副会長 折舘

29 監事 佐藤  明子 真城地区民生児童委員協議会副会長 堤尻

30 監事 浅利　東壽 農事実行組合協議会長 上中野

31 代議員 高橋　裕紀 水沢南中学校長

32 代議員 佐藤　茂利 真城小学校ＰＴＡ会長 須江

33 代議員 高橋　潤一
岩手ふるさと農業協同組合経営管理委員 折居町

34 代議員 （欠員） 岩手県農業共済組合

35 代議員 佐藤　富雄 胆沢平野土地改良区理事 秋成

36 代議員 武田　利隆 真城地区防犯協会長 須江

37 代議員 後藤　準悦 交通安全協会真城分会副分会長 真城が丘

38 代議員 阿部　信行 消防団第六分団長 須江

39 代議員 阿部　加代子 真城地区婦人消防協力会長 大深沢

40 代議員 佐々木　慎一郎 地域代表 折居町

41 代議員 千葉　勝 地域代表 要害

42 代議員 那須川　祐吉
地域代表 高根

43 代議員 吉田　和重 地域代表 川尻

44 代議員 村上　時己 地域代表 上中野

45 代議員 菅原　信一 地域代表 下中野

46 代議員 今野　豊喜 地域代表 大深沢

47 代議員 佐藤　光明 地域代表 堤尻

48 代議員 千葉　信明 地域代表 秋成

49 代議員 千田　明 地域代表 須江

50 代議員 千田　繁 地域代表 折館

51 代議員 亀井　真弓 地域代表 真城が丘



報告第１号

ᖹ成28ᖺ度　真城地区振興会事業報告

月　日 行　　　事 備　　考

4/1(金) 会計監査会

4/14㸦木㸧 定期総会 代議員20名出席㸦本人14、委任状6㸧

5/13㸦金㸧 ୕役会議 事業推進について

5/25㸦水㸧 第㸶回指定管理検討委員会 ᖹ成29ᖺ度指定管理者募集について

6/24㸦金㸧 ୕役会議 地域振興事業について

6/24㸦金㸧 第１回理事会 市サンスポーツランࢻに関して

6/28㸦火㸧 ୕役会議 人事についてほか

7/22(金) ୕役会議 地区要望ほか

8/25(木㸧 真城地区第次コ࣑ュニティ計画策定委員会第１回会議 委員７名

10/19㸦水㸧 ୕役会議 自治会長等会議について

11/21㸦月㸧 ୕役会議 人事についてほか

11/30㸦水㸧 ୕役会議 人事についてほか

11/30㸦水㸧 真城地区第次コ࣑ュニティ計画策定委員会第㸰回会議 委員11名

12/16㸦金㸧 ୕役会議 人事についてほか

12/21㸦水㸧 真城地区第次コ࣑ュニティ計画策定委員会第㸱回会議 委員12名

1/12㸦木㸧 第９回指定管理検討委員会 人事方針ほか

1/27㸦金㸧 ୕役会議 ᖹ成29ᖺ度事業方針等

3/3㸦金㸧 ୕役・専門部長合同会議 ᖹ成29ᖺ度総会に向けて

3/10㸦金㸧 会計・事務監査

3/15㸦水㸧 第㸰回理事会 ᖹ成29ᖺ度総会に向けて

3/31㸦金㸧 会計・事務監査

4/12㸦水㸧 定期総会

4/28㸦木㸧 振興会長等会議 会長、江刺総合支所

5/10㸦火㸧 市民憲章推進協議会理事会

5/26㸦木㸧 第１回水沢区地域協議会 会長、市役所本庁

5/12～13 地域活動員研修 花巻市・県生涯学習推進センター

6/30㸦木㸧 協働のまちづくりࣜࣄング 市担当課・会長・事務局

7/1㸦金㸧 花苗移植・除草作業 利用団体から36名

8/2㸦火㸧 第㸰回水沢区地域協議会 会長、市役所本庁

8/3㸦水㸧 地区要望ࣜࣄング 市役所本庁

8/19(金㸧 市環境衛生大会

10/12(水) 市指定管理者選定委員会審査 会長・事務局、市役所本庁

11/8㸦火㸧 奥州市地域活動員研修会 映画ࠕふࡿさとࡀえりࠖ上映

11/10(木) 自治会長等会議 会計運用なの運用提案

11/26㸦土㸧 市地区振興会長等研修会 プラࢨイン水沢

1/30㸦月㸧 第㸱回水沢区地域協議会 会長、水沢地区センター

2/5㸦日㸧 真城地区女性団体交流会

2/7㸦火㸧 水沢区振興会長等交流懇親会 会長・事務局長

2/13㸦月㸧 奥州市市民憲章推進大会・協働のまちづくりフォーラ࣒ Ｚホール

2/26㸦日㸧 地域安全研修会

毎月 広報㸦雷⚄㸧の編集・発行

4/2(土) 地区異動職員歓送迎会 産直来夢くんࣞストラン

6～11月 真城太鼓の活動支援 太鼓教室講師謝礼費用の助成

7/9㸦土㸧 ちーむやなࡂ㸦仮㸧主催　ࣅガーࢹン 産直来夢くん特設会場　約200名

9/7㸦水㸧 部会 当面の事業について

9/9㸦金㸧 第43回真城まつり第１回実行委員会

10/18(火) 部会 地区コ࣑ュニティ計画の見直し

10/19(水) 第43回真城まつり第㸰回実行委員会

11/3(木・祝) 第43回真城まつり

11/19(土) まちづくり研修会・役員忘ᖺ会 地区センター和室・来夢くんࣞストラン

11/25(金) 第43回真城まつり第㸱回実行委員会 総括・慰労

１　機関会議

㸰　諸会議・行事

㸱　地域振興部



1/７(土)

新春講演会・交賀会

講演会　演題ࠗࠕやࡔࡡん࠘から学ࡪまちづくりࠖ

講師　やࡔࡡん秋田県支部　佐藤弘幸支部長

産直来夢くん

講演会86名、交賀会81名参加

1/19㸦木㸧 事業調査　澁谷ࢨࢹイン事務所 部長・副部長

2/11㸦土㸧 ちーむやなࡂ㸦仮㸧主催　なべフェスティࣂル 産直来夢くんࣞストラン約130名

2/16(木) 部会 ᖹ成29ᖺ度定期総会議案協議

2/28㸦火㸧

事業調査　いわて地域づくり支援セン

ター

部長・副部長・事務局長

3/11㸦土㸧 映画ࠕふࡿさとࡀえりࠖ真城上映会 産直来夢くんࣞストラン　120名

5/25(水) チャࣞンジࢹー2016協賛企画　健康体操 産直来夢くん駐車場 60名参加

5/28(土) 真城地区いࡁいࢩࡁニスポーツ大会 運営協力㸦主催：地区老ク連㸧

6/7㸦火㸧 真城女性࣑ࢮナール　開講式・第１講 太極拳教室

5～10月 真城大学㸦実施支援㸧 全６講、受講生75名

5～10月 わんぱく࡛ん࡛ん㸦田・伝㸧教室の実施支援㸦真小㸳ᖺ38名㸧 雲南愛農会㸦上中㔝㸧と連携

7/12㸦火㸧 真城女性࣑ࢮナール　第㸰講　 陶芸教室

7/13㸦水㸧 地区市民運動会種目検討・チーフ会議 種目等の調整

8/2～4 パソコン教室ࠕインターネࢵト体験ࠖ 真小５（ルー15　࣒名受講

8/19㸦金㸧 部会懇親会 産直来夢くんࣞストラン

8/21㸦日㸧 真城地区市民運動会 真城小学校校庭

8/24㸦水㸧 真城小学校　英語に触ࡿࢀ活動　第１回 1～4ᖺ児童

9/2㸦金㸧 地区市民運動会代表者会議・慰労会 総括・慰労

9/16㸦金㸧 真城女性࣑ࢮナール　第㸱講　 ་療講演

10/12㸦水㸧 部会 地区コ࣑ュニティ計画の見直し

10/13㸦木㸧 真城女性࣑ࢮナール　第４講　 秋田県横手市　館外研修

11/16㸦水㸧 部会 地区コ࣑ュニティ計画の見直し

12/6㸦火㸧 真城女性࣑ࢮナール　第㸳講　 カラーサン࡛ࢻ楽しむ観葉植物

12/7㸦水㸧 真城小学校　英語に触ࡿࢀ活動　第㸰回 1～4ᖺ児童

1/22、2/12 健康スポーツ教室

2/7㸦火㸧 真城女性࣑ࢮナール　第６講・閉講式 ンタインのお菓子作りࣞࣂ

2/6～8 真城ࠕおとなの学校ࠖ 真城小学校　21名

2/18㸦土㸧 軽スポーツ交流会 ング　31名ࣜ࢘࣎

2/22㸦水㸧 部会 ᖹ成29ᖺ度定期総会議案協議

6/29㸦水㸧 真城いࡁいࡁふࢀ愛タイ࣒ 衣川方面

9/15㸦木㸧 真城地区敬老会 プラࢨイン水沢、出席者220名

10/17㸦月㸧 部会 地区コ࣑ュニティ計画の見直し

11/21～25 ふࢀあいࢩルࣂーサロン
４地区㸦折居、大深沢、中㔝、高根㸧、延べ78名参加

2/8㸦水㸧 部会 ᖹ成29ᖺ度定期総会議案協議

5/11㸦水㸧 生活環境部会 事業推進について

7/1㸦金㸧 地区センター地内花壇花苗の植栽作業

６～11月 地区花いࡗぱいコンクール 地域花壇７団体、家族花壇１名参加

9/7㸦水㸧 部会 当面の事業について

10/20(木) 県立総合防災センター視察・研修 自主防災組織等連絡会と共同

９～10月 ポイ捨てさせない運動
4行政区㸦上中㔝、ୗ中㔝、大深沢、堤尻㸧、のぼり20本設置

11/11㸦金㸧 部会 地区コ࣑ュニティ計画の見直し

2/13㸦月㸧 部会 ᖹ成29ᖺ度定期総会議案協議

4～10月 ＥＭ菌の活用によࡿ生ごࡳ減量化活動の助成 経費の助成

5/28㸦土㸧 真城地区いࡁいࢩࡁニスポーツ大会 人的支援

6～8月 真城地区寺子屋の事業支援 人的支援

真城地区食生活改善推進員協議会

真城婦人会

真城地区振興会

　会長　山　内　孝　義

　　ᖹ成29ᖺ４月12日

４　教育文化・スポーツ部

㸳　健康・福祉部

㸶　地区内団体の運営財政支援

６　生活環境部

７　地区内団体の事業支援



１　収　入

科 目 当初予算額 予算現額（A） 収入済額（B)

比較

(B)-(A)

会 費 469,200 469,200 464,400 △ 4,800

寄 付 金 1,000 1,000 0 △ 1,000

繰 越 金 54,873 54,873 54,873 0 前年度繰越金

雑 収 入 927 927 4 △ 923 貯金利子

合 計 526,000 526,000 519,277 △ 6,723

２　支　出

科 目 当初予算額 流充用額 予算現額（A) 支出済額（B)

不用額

(A)-(B)

会 議 費 27,000 6,940 33,940 33,940 0

旅 費 15,000 0 15,000 0 15,000

事 務 費 20,000 0 20,000 13,500 6,500

食改善推進活動助成 30,000

地域婦人団体活動助成 20,000

事業特別会計へ 85,750

まちづくり事業特別会計へ 225,250

太鼓維持特別会計へ 35,000

慶 弔 費 30,000 0 30,000 12,000 18,000 各種大会祝儀等

諸 費 5,000 0 5,000 5,000 0

予 備 費 36,000 △ 9,940 26,060 0 26,060

合 計 526,000 0 526,000 460,440 65,560

　収入支出差引残金 58,837

　　　　　  会長　山　内　孝　義

円は翌年度に繰り越すものとする。

助　成　金 50,000 0 50,000 50,000 0

奥州市民憲章推進協議会水沢支部協賛会員会費

　　平成29年４月12日

　　　　　真城地区振興会

（単位：円）

説　　　　明

市地区振興会長等研修会、水沢区交流懇談

法人IB手数料ほか

認定第１号-１

平成28年度真城地区振興会一般会計収支決算

（単位：円）

説　　　　明

会費＠300×1,548世帯

繰　出　金 343,000 3,000 346,000 346,000 0



１　収　入

科　　目 予算額(A) 収入済額（B)

比較

(B)-(A)

交　付　金 5,017,000 5,017,000 0

繰　入　金 141,000 85,750 △ 55,250

負　担　金 50,000 70,000 20,000 団体からの人件費相当負担

繰　越　金 961,785 961,785 0

助　成　金 0 11,800 11,800

雑　　　入 30,215 81,898 51,683

合　　計 6,200,000 6,228,233 28,233

２　支　出

科　　目 当初予算額 流充用額 予算現額（A) 支出済額（B)

不用額

(A)-(B)

運　営　費 4,434,000 54,060 4,488,060 4,488,060 0

(1)賃　金 3,507,000 216,993 3,723,993 3,723,993 0

(2)役務費 100,000 △ 21,436 78,564 78,564 0

(3)厚生費 597,000 △ 75,329 521,671 521,671 0

  (4)旅　費 30,000 △ 27,000 3,000 3,000 0

【地域振興部】 616,281

広報「雷神」発行 114,912

異動職員歓送迎会 44,124

新春講演会・交賀会 35,398

真城まつり 188,000

真城太鼓活動助成 90,000

ちーむやなぎ活動助成 100,000

その他事業 43,847

【教育文化・スポーツ部】 153,315

女性ゼミナール 30,000

健康スポーツ教室 21,346

軽スポーツ交流会 20,708

英語に触れる活動 0

わんぱく田・伝教室へ助成 60,000

その他事業 21,261

【健康・福祉部】 0

ふれあいシルバーサロンへ助成 0

その他事業 0

【生活環境部】 117,845

花いっぱい運動・コンクール 28,886

ポイ捨てさせない運動 40,532

生ごみ減量化対策事業 10,000

防災事業 38,427

その他事業 0

備品購入費 255,000 103,543 358,543 358,543 0 紙折機、事務用イス、電話機ほか

予　備　費 510,000 △ 157,603 352,397 0 352,397

合　　計 6,200,000 6,200,000 5,734,044 465,956

収支差引残金 494,189 円は翌年度に繰り越すものとする。

真城地区振興会

会長　山　内　孝　義

認定第１号-２

平成28年度真城地区振興会事業特別会計収支決算

（単位：円）

説   　明

奥州市地域運営交付金

配分　運営費分　　　　538千円

　　　生涯学習相当分　473千円

　　　人件費分　　　4,006千円

振興会一般会計から

前年度繰越金

印刷機利用料、預金利息ほか

（単位：円）

説　　明

地域活動員賃金（２人）、超過勤務手当

印刷機リース料、郵券代

地域活動員社会保険料事業主負担等

(5)事務費 200,000 △ 39,168 160,832 160,832 0

　　平成29年４月12日

事務用品（印刷機用インク、マ

スターほか）

事　業　費 1,001,000 0 1,001,000 887,441 113,559



１　収　入

科 　目 予算額 予算現額(A) 収入済額(B)

比較

(B)-(A)

協働のまちづくり事業交

付金（一般）

567,000 567,000 564,000 △ 3,000

協働のまちづくり事業交

付金（集会施設加算）

170,000 170,000 170,000 0

協働のまちづくり事業補

助金

500,000 500,000 500,000 0

繰　入　金 167,000 167,000 225,250 58,250 一般会計から繰入

繰　越　金 1,000 1,000 0 △ 1,000

雑　収　入 1,000 1,000 0 △ 1,000

計 1,406,000 1,406,000 1,459,250 53,250

２　支　出

科　 目 当初予算額 流充用額 予算現額(A) 支出済額(B)

不用額

(A)-(B)

まちづくり交付金充当 567,000

　防犯灯新設・更新事業補助　24か所

まちづくり補助金充当 722,250

　内訳

　公式ＨＰ管理・運用 100,000

　健康増進事業補助 38,744

　花いっぱいコンクール 180,000

　英語に触れる活動 31,400

　パソコン教室 40,000

　ロゴマーク編集 60,000

　コミュニティ計画書作成 213,840

　まちづくり研修 22,274

　真城おとなの学校 35,992

集会施設交付金 170,000 0 170,000 170,000 0 17施設×10,000円

予　備　費 2,000 0 2,000 0 2,000

計 1,406,000 0 1,406,000 1,459,250 △ 53,250

収入支出差し引き残金 なし。

平成29年４月12日

真城地区振興会

　会長　山　内　孝　義

説明

協働のまちづくり事業 1,234,000 0 1,234,000 1,289,250 △ 55,250

認定第１号-３

平成28年度真城地区振興会協働のまちづくり事業特別会計収支決算

説　　明

奥州市協働のまちづくり交付金（一般

枠）

奥州市協働のまちづくり交付金（集会施

設加算枠）



認定第１号-４

１　収　入　　 （単位：円）

科    目 予算額 収入済額 比較 説　　　　明

繰 入 金 35,000 35,000 0 一般会計から繰入

繰 越 金 109,005 109,005 0 前年度繰越金

雑 収 入 995 1 △ 994

合　　計 145,000 144,006 △ 994

２　支　出 （単位：円）

科　　　目 当初予算額 流充用額 予算現額 支出済額 不用額 説　　　　明

消 耗 品 費 1,000 0 1,000 0 1,000

役　務　費 143,000 0 143,000 118,800 24,200 和太鼓皮張り

予　備　費 1,000 0 1,000 0 1,000

合　　　計 145,000 0 145,000 118,800 26,200

　収入支出差引残金 25,206 円は次年度へ繰越すこととする。

　真城地区振興会

　　会長　　山　内　孝　義

　　平成29年４月12日

平成28年度真城地区振興会地区民太鼓維持特別会計収支決算





議案第１号 真城地区振興会規約の一部改正について 

真城地区振興会規約の一部を次のように改正すࡿ。 

 

真城地区振興会規約一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

現時の情勢を踏まえて、推進すべࡁ事業を見直すとともに、地域の現状に

即した役員体制に見直す。 

以上により、本規約の一部改正をしようとすࡿもの࡛あࡿ。 

 

㸰 改正の内容 

(1) 本会の事業に関すࡿこと。㸦第㸱条関係㸧 

真城地区コ࣑ュニティ計画㸦第次㸧の実現を見据えた整理を施します。 

(2) 役員選考を行う組織に関すࡿこと。㸦第７条の㸰関係㸧 

地域の現状を踏まえた役員選出の観点から、その選考組織の設置・運用

を新たに位置付けます。 

(3) 代議員の選出基準等に関すࡿこと。㸦第９条、第10条関係㸧 

組織の執行部と評価すࡿ立場の代議員の位置づけを明確にします。 

(4) 専門部に関すࡿこと。㸦第10条関係㸧 

指定管理業務受託な、事業者としての性格を踏まえて、こࢀに適した

名称に見直します。 

(5) 真城のロ࣐ࢦークを位置付けます。 

真城のロ࣐ࢦーク策定についてࡣ、真城の若い世代のサークルࠕちーむ

やなࡀࠖࡂその策定に当たり、本会࡛編集したものを真城のロ࣐ࢦーク

として位置付け、今後の活用にあたࡗての裏付けとします。㸦第16条関

係㸧 

(6) 別表第１及び別表第㸰の選出区分を見直します。 

(7) その他表記の修正 

 

㸱 施行期日 

１ この規約ࡣ、議決の日から施行すࡿ。 

㸰 この規約の一部改正ࡀ施行さࡿࢀ以前に選任さࢀた役員及び代議員の任

期についてࡣ、改正後の規定に関わらࡎ、改正前の規定によࡿ。 



資料

１　理事の選出イメージ

役職 区分・派遣団体 役職 区分・派遣団体

1 顧問 市議会議員 1 顧問 市議会議員

2 顧問 市議会議員 2 顧問 市議会議員

3 顧問 知識経験者 3 顧問 知識経験者

4 会長 知識経験者 4 会長

5 副会長 地区区長会長 5 副会長

6 副会長 知識経験者 6 副会長

7 副会長 真城婦人会長 7 副会長

8 理事 行政区長 8 理事 自治会等の推薦

9 理事 行政区長 9 理事 自治会等の推薦

10 理事 行政区長 10 理事 自治会等の推薦

11 理事 行政区長 11 理事 自治会等の推薦

12 理事 行政区長 12 理事 自治会等の推薦

13 理事 行政区長 13 理事 自治会等の推薦

14 理事 行政区長 14 理事 自治会等の推薦

15 理事 行政区長 15 理事 自治会等の推薦

16 理事 行政区長 16 理事 自治会等の推薦

17 理事 奥州市立真城小学校長 17 理事 自治会等の推薦

18 理事 奥州市農業委員 18 理事 自治会等の推薦

19 理事 奥州市農業委員 19 理事 自治会等の推薦

20 理事 真城地区民生児童委員協議会長 20 理事 奥州市立真城小学校長

21 理事 水沢警察署真城駐在所長←代議員へ 21 理事 奥州市農業委員（真城地区選出）

22 理事 真城地区センター長←外す 22 理事 奥州市農業委員（真城地区選出）

23 理事 地域福祉推進協議会真城支部長 23 理事 真城地区区長会長←追加

24 理事 真城地区老人クラブ連絡協議会長 24 理事 真城地区民生児童委員協議会長

25 理事 真城婦人会長 25 理事 真城地区防犯協会長←代議員から

26 理事 総合型真城体育協会長 26 理事 水沢区地域福祉推進協議会真城支部長

27 理事 真城地区食生活改善推進員協議会長 27 理事 真城地区老人クラブ連絡協議会長

28 理事 真城小学校区子ども会育成会連絡協議会長 28 理事 真城婦人会長

29 監事 真城地区区長会 29 理事 総合型真城体育協会長

30 監事 真城地区民生児童委員協議会 30 理事 真城地区食生活改善推進員協議会長

31 監事 真城地区農事実行組合協議会長 31 理事 真城小学校区子ども会育成会連絡協議会長

32 監事 真城地区区長会が推薦する者

33 監事 真城地区民生児童委員協議会が推薦する者

34 監事 真城地区農事実行組合協議会が推薦する者

現　行 改　正　後

役員選考委員会で選考

12人 



２　代議員の選出イメージ

役職 区分・派遣団体 役職 区分・派遣団体

1 代議員 自治会等の推薦 1 代議員 自治会等の推薦

2 代議員 自治会等の推薦 2 代議員 自治会等の推薦

3 代議員 自治会等の推薦 3 代議員 自治会等の推薦

4 代議員 自治会等の推薦 4 代議員 自治会等の推薦

5 代議員 自治会等の推薦 5 代議員 自治会等の推薦

6 代議員 自治会等の推薦 6 代議員 自治会等の推薦

7 代議員 自治会等の推薦 7 代議員 自治会等の推薦

8 代議員 自治会等の推薦 8 代議員 自治会等の推薦

9 代議員 自治会等の推薦 9 代議員 自治会等の推薦

10 代議員 自治会等の推薦 10 代議員 自治会等の推薦

11 代議員 自治会等の推薦 11 代議員 自治会等の推薦

12 代議員 自治会等の推薦 12 代議員 自治会等の推薦

13 代議員 奥州市立水沢南中学校 13 代議員 奥州市立水沢南中学校長

14 代議員 奥州市立真城小学校ＰＴＡ 14 代議員 奥州市立真城小学校ＰＴＡ会長

15 代議員 岩手ふるさと農協役員 15 代議員 岩手ふるさと農協役員（真城地区選出経営管理委員）

16 代議員 岩手県農業共済組合理事←外す 16 代議員 胆沢平野土地改良区理事又は監事

17 代議員 胆沢平野土地改良区理事又は監事 17 代議員 水沢警察署真城駐在所長←理事から

18 代議員 真城地区防犯協会→理事へ 18 代議員 交通安全協会水沢支部真城分会長

19 代議員 交通安全協会真城分会 19 代議員 奥州市消防団第６分団長

20 代議員 奥州市消防団第６分団 20 代議員 真城地区婦人消防協力会長

21 代議員 真城地区婦人消防協力会

現　行 改　正　後

12人 12人 



 

議案第㸰号 

 

ᖹ成 29ᖺ度真城地区振興会事業計画(案) 

 
１ 基本方針 

真城地区コ࣑ュニティ計画に位置付けࡿ真城地区の目標６ࠕつの将来像  ࠖを念頭に、そ

の実現に向けて事業を推進します。 

事業推進にあたࡗてࡣ、真城地区協働のまちづくり事業の推進と整合性を保ちなࡀら進 

 。ますࡵ

㸰 専門部ごとの事業推進 

(1) 主体的に地域に向ࡁ合いࠕ地域経営ࠖを㸦地域振興部→経営企画部) 

 自主・自立の地域経営を念頭に、地域振興と地域課題の解決をࡊࡵします。 

① 真城未来創造プロジェクト事業㸦仮称㸧 

ղ 地域の魅力再発見事業㸦仮称㸧 

ճ 広報紙編集の検討・発行 

մ 地区異動職員歓送迎会の開催 

յ 真城まつりの開催㸦主催：実行委員会㸧 

ն 新春講演会・新ᖺ交賀会の開催 

⑦ 真城太鼓の活動支援 

ո 広報ࠕ真城ࠖの発行、ホー࣒ページ・ブログによࡿ情報発信 

չ 真城音頭のᬑ及 

պ 若い世代の活動の支援 

ջ 女性の輪づくりによࡿ交流の推進 

ռ その他必要と認ࡿࡵ事業 

 
㸦2㸧豊かな知識・教養࡛充実した人生を㸦教育文化・スポーツ部→学習文化部㸧  

自らࡀ得ࡿ豊かな知識・教養によࡗて、人生によりいࡗそう豊かにし、地域に活力を

もたらします。 

全ての世代にわたり共᭷࡛ࡿࡁテー࣐を探り、学習・研修すࡿ機会を提供します。 

① 地区民運動会の実施支援 

ղ 真城女性࣑ࢮナールの開催 

ճ 真城小学校英語に触ࡿࢀ活動 

մ パソコン教室 

յ 真城ࠕおとなの学校ࠖ 

ն 真城大学への支援㸦主催：地区老人クラブ連絡協議会㸧 

⑦ 親子映画会への支援㸦主催：子育連㸧 

ո わんぱく࡛ん࡛ん㸦田・伝㸧教室への支援㸦主催：真城小学校㸧 

չ その他必要と認ࡿࡵ事業 

 
㸦3㸧いࡁいࡁとした人生を支えࡿまち㸦健康・福祉部㸧 

全ての地区民の福祉向上を観点にして、市社会福祉協議会㸦地域福祉推進協議会真城



 

支部㸧と連携した取り組ࡳを㔜視して推進していࡁます。 

① 地区敬老会への支援(主催：地域福祉推進協議会真城支部) 

ղ いࡁいࡁふࢀ愛タイ࣒への支援㸦同上㸧 

ճ ふࢀあいࢩルࣂーサロンへの支援㸦同上㸧 

մ 地区いࡁいࢩࡁニスポーツ大会への支援㸦主催：地区老人クラブ連絡協議会㸧 

յ 健康増進事業の支援 

ն その他必要と認ࡿࡵ事業 

 
㸦4㸧キラࢵと輝く㔛山の環境運動ࠕ真城オンࣜーワンࠖ㸦生活環境部→生活安全・環境部㸧  

居住すࡿ地域の皆さんࡀ、安心して、快適に暮らすことࡿࡁ࡛ࡀ環境を念頭に、質的

向上を視㔝に取り組ࡳを進ࡵます。 

① 各自治会等によࡿ防犯灯整備の助成・支援 

ղ 花いࡗぱい運動の推進、花いࡗぱいコンクールの実施 

ճ ᬒ観美化運動の推進の推進 

մ 地域防災啓蒙活動の推進 

յ その他必要と認ࡿࡵ事業 

 

㸱 奥州市真城地区センター指定管理業務の推進 

奥州市真城地区センターの指定管理者として、地域の自治活動の主体を担い、経営の観

点に留意しなࡀら、適正な管理と地域振興の取り組ࡳを進ࡵます。 

 

ᖹ成 29ᖺ４月 12日 

 

                    真城地区振興会 

                     会長 山内 孝義 
 

 



議案第㸱号 

 

会費の額、徴収方法について 

 

真城地区振興会規約第14条の規定に基づいて、会費の額及び徴収方法について、次のとお

り決定すࡿ。 

１ 会費の額 

 会員により構成すࡿ真城地区内の１世帯当たり300円 

㸰 会費の徴収方法 

 各自治組織㸦振興会、自治会等㸧ごとに現金により、原則として６月末日ま࡛に納入

すࡿ。 

 

  ᖹ成29ᖺ４月12日 

                          真城地区振興会 

                           会長 山内 孝義  

 

 



資料　　1

まちづくり補助金 䐣 まちづくり補助金

補助率㸱／４　上限 補助率㸱／４　上限

䐢 まちづくり交付金㸦指定管理加算枠㸧

　 まちづくり交付金㸦集会施設加算枠㸧　 䐡 まちづくり交付金㸦集会施設加算枠㸧

　 まちづくり交付金㸦一般枠㸧　 䐠 まちづくり交付金㸦一般枠㸧

①

計 ⑦

1,198千円の増

6,215

㹂

500500 千円

千円 千円

Ａ

地域運営交付金 地域運営交付金

 →　⥅⥆交付金等 6,251 千円 交付金等 計(最大㸧 7,449 千円 7,449 7,279 7,279

千円 5,088 千円

㹀

564 千円 564 千円

5,017

㹁

１集会施設あたり１万円 170 千円 １集会施設あたり1万円 170 千円

1,127 千円

Ｈ34

千円

ᖹ成 28 ᖺ度㸦概算㸧 ᖹ成 29 ᖺ度㸦概算㸧 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

※参考　上記と別途　指定管理料

　　　　ᖹ成29～31ᖺ度　各ᖺ度9,550千円㸦ᖹ均㸧

振興会に対すࡿ市からの交付金等概算

※Ｈ29ᖺ度から 真城地区  振興会ࡀ指定管理導入した場合

千円 千円 千円

6,215

事業費の１／４の自己財源を確保

振興会へ㸱／４の補助金をࡿࡁ࡛

交付します。 

指定管理者制度を導入した

振興会へ毎ᖺ交付します。 

Ｈ28～32 

Ｈ29～32  

Ｈ28

～30  

Ｈ28～32  

Ｈ28～  



   真城地区振興会 財源の構成イメージ㸦ᖹ成 29 ᖺ度予算㸧 

 

収入となࡿ財源                  真城地区振興会 

１ 世帯会費㸦自主財源㸧 

 ＠300 円×1,564 世帯 

㸰 奥州市 

地域運営交付金 

 508.8 万円 

１ 一般会計 

   約 50 万円 

㸱 奥州市 

協働のまちづくり交付金㸦一般分㸧 

  56.4 万円 

協働のまちづくり交付金㸦指定管理加算㸧 

  112.7 万円 

協働のまちづくり交付金㸦集会施設加算㸧 

  17.0 万円 

まちづくり補助金 

  50.0 万円 計 236.1 万円 

 

㸰 事業特別会計 

   約 600 万円 

㸱 真城地区協働のまちづくり事業特別会計 

約 253 万円 

約 52 万円 

４ 地区民太鼓維持特別会計 

   約 6 万円 

16.7 万円 

繰出 

3.5 万円 

繰出 

14.1.万円 

繰出 



議案第４号-１

１　収　入　　

科    目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比　較

会    費 464,400 469,200 △ 4,800

寄 付 金 1,000 1,000 0

繰 越 金 58,837 54,873 3,964

雑 収 入 763 927 △ 164

合　　計 525,000 526,000 △ 1,000

㸰　支　出

科　　　目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比　較

会　議　費 25,000 27,000 △ 2,000

旅　　　費 15,000 15,000 0

事　務　費 20,000 20,000 0

食生活改善推進活動助成 30,000

地域婦人団体活動助成 20,000

事業特別会計へ繰出 141,000

まちづくり事業特別会計へ繰出 167,000

太鼓維持特別会計へ繰出 35,000

慶　ᘫ　費 30,000 30,000 0 各種大会お祝い

諸　　　費 5,000 5,000 0 水沢まちづくり運動推進協議会協賛会費

予　備　費 37,000 36,000 1,000

合　　　計 525,000 526,000 △ 1,000

　　ᖹ成29ᖺ４月12日

　　　　　真城地区振興会

　　　　　  会長　山内　孝義　

　収入支出差引残金なし

繰　出　金 343,000 343,000 0

ᖹ成29ᖺ度真城地区振興会一般会計収支予算㸦案㸧

㸦単位：円㸧

説　　　　明

会費＠300×1,548世帯(前ᖺ度実績)

前ᖺ度繰越金

貯金利子等

㸦単位：円㸧

説　　　　明

総会、理事会、監査会ほか

助　成　金

会議・研修旅費

事務用品

50,000 50,000



議案第４号-㸰

１　収入

科　　　目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比  較

　交 付 金 5,088,030 5,017,000 71,030

　繰 入 金 141,000 141,000 0

　繰 越 金 494,189 961,785 △ 467,596

　負 担 金 70,000 50,000 20,000

　助 成 金 1,000 0 1,000

　雑　　入 98,781 30,215 68,566

合　　　計 5,893,000 6,200,000 △ 307,000

㸰　支出

科　　　目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比  較

運　営　費 4,438,000 4,434,000 4,000

　(1)賃　　金 3,600,000 3,507,000 93,000

　(2)役 務 費 100,000 100,000 0

　(3)厚 生 費 558,000 597,000 △ 39,000

　(4)旅　　費 30,000 30,000 0

　(5)事 務 費 150,000 200,000 △ 50,000

事　業　費 1,151,000 1,001,000 150,000

࠙経営企画部ࠚ 796,000 586,000 210,000

　広報ࠕ真城ࠖ発行 203,000 113,000 90,000 広報用紙代　15回発行

　地区異動職員歓送迎会 70,000 70,000 0

　新春講演会・交賀会 25,000 15,000 10,000

　真城音頭のᬑ及 10,000 10,000 0

　真城まつり助成 188,000 188,000 0 主催：実行委員会

　真城太鼓活動助成 80,000 90,000 △ 10,000 太鼓教室講師料を助成

　ちーむやなࡂ活動助成 100,000 100,000 0

　公式ホー࣒ページ運用 120,000 0 120,000 まちづくり事業から振替

　その他事業 0 0 0

࠙学習文化部ࠚ 200,000 270,000 △ 70,000

　女性࣑ࢮナール 30,000 30,000 0

  健康スポーツ教室 0 30,000 △ 30,000

　軽スポーツ交流会 0 20,000 △ 20,000

　英語に触ࡿࢀ活動 30,000 40,000 △ 10,000 真城小学校１～４ᖺ生対象、ᖺ㸰回

　わんぱく田・伝教室へ助成 60,000 60,000 0 主催：真城小学校

　パソコン教室 50,000 50,000 0

　真城おとなの学校 30,000 40,000 △ 10,000

　その他事業 0 0 0

࠙健康・福祉部ࠚ 0 0 0 事業主催：地域福祉推進協議会真城支部

　その他事業 0 0 0

࠙生活安全・環境部ࠚ 155,000 145,000 10,000

　花いࡗぱい運動・コンクール 65,000 65,000 0

　ᬒ観美化運動 60,000 60,000 0

　生࣑ࢦ減量化対策事業 10,000 10,000 0

　防災事業 20,000 10,000 10,000

　その他事業 0 0 0

備品購入費 184,000 255,000 △ 71,000

予　備　費 120,000 510,000 △ 390,000

合　　　計 5,893,000 6,200,000 △ 307,000

　収入支出差引残金なし。

真城地区振興会

　会長　山内　孝義　

　　ᖹ成29ᖺ４月12日

市配分：５（プࣜンター

地域活動員賃金㸦㸰人㸧、超過勤務手当

郵ๆ、印刷機ࣜース料

地域活動員社会保険料・同労働保険料

事業主負担

会議旅費、地域活動員費用弁償

事務用品類

印刷機利用料、広報紙企業広告代ほか

㸦単位：円㸧

説　　明

ᖹ成29ᖺ度真城地区振興会事業特別会計収支予算㸦案㸧

㸦単位：円㸧

説   　明

奥州市地域運営交付金

内訳　運営費分　　　　620千円

　　　生涯学習相当分　472千円

　　　人件費分　　　3,996千円

一般会計から繰入

前ᖺ度繰越金

団体からの人件費相当負担



１　収　入 㸦単位：円㸧

科 　目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比　較 説　　明

  まちづくり交付金

　(一般)

564,000 567,000 △ 3,000

市協働のまちづくり交付金

㸦一般枠㸧

  まちづくり交付金

　(指定管理加算)

1,127,000 0 1,127,000
市協働のまちづくり交付金

㸦指定管理加算㸧

  まちづくり交付金

　(集会施設加算)

170,000 170,000 0
市協働のまちづくり交付金

㸦集会施設加算枠㸧

＠10,000円×17施設

  まちづくり事業補助金 500,000 500,000 0
市協働のまちづくり事業補助金

㸦3/4上限、ソフト事業のࡳ㸧

　繰入金 167,000 167,000 0 一般会計から繰入

　繰越金 1,000 1,000 0

　雑収入 1,000 1,000 0

計 2,530,000 1,406,000 1,124,000

㸰　支　出 㸦単位：円㸧

科　 目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比　較 説　 明

　協働のまちづくり事業費 2,358,000 1,234,000 1,124,000

奥州市協働のまちづくり交付金㸦一般

枠㸧充当　防犯灯整備事業補助

564千円

 
奥州市協働のまちづくり交付金㸦指定管

理加算枠㸧充当

 １　真城未来創造プロジェクト㸦仮称㸧

　　　　　　　　　　　　　　　600千円

 㸰　地域の魅力再発見事業㸦仮称㸧

　　　　　　　　　　　　　　　300千円

 㸱　地区センター植栽整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　227千円

奥州市協働のまちづくり事業補助金充当

 (ソフト事業ࡀ要件)

 １　女性の輪づくり 　　　　30千円

 㸰　花苗購入補助事業　　　180千円

 㸱　真城おとなの学校　　　 30千円

 ４　地域防災啓発事業　　　150千円

 㸳　専門部提言の事業　　　277千円

　　　　　　　　　　　　計 667千円

　集会施設交付金 170,000 170,000 0

　予備費 2,000 2,000 0

計 2,530,000 1,406,000 1,124,000

　　ᖹ成29ᖺ４月12日

   真城地区振興会

     会長　山内　孝義

議案第４号-㸱

収入支出差引残金なし

ᖹ成29ᖺ度真城地区振興会協働のまちづくり事業特別会計収支予算㸦案㸧



議案第４号-４

１　収　入　　 㸦単位：円㸧

科    目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比　較 説　　　　明

繰 入 金 35,000 35,000 0 一般会計から繰入

繰 越 金 25,206 109,005 △ 83,799 前ᖺ度繰越金

雑 収 入 794 995 △ 201

合　　計 61,000 145,000 △ 84,000

㸰　支　出 㸦単位：円㸧

科　　　目 本ᖺ度予算額 前ᖺ度予算額 比　較 説　　　　明

消 耗 品 費 1,000 1,000 0

役　務　費 59,000 143,000 △ 84,000 和太鼓の皮張り修繕等

予　備　費 1,000 1,000 0

合　　　計 61,000 145,000 △ 84,000

　　　　真城地区振興会

　　　　　会長　山内　孝義

　　ᖹ成29ᖺ４月12日

　収入支出差引残金なし。

ᖹ成29ᖺ度真城地区振興会地区民太鼓維持特別会計収支予算㸦案㸧



議案第４号-㸳

単位：円

指定管理料 自主事業 計

147,000 147,000
9,556,000 9,556,000

0 30,000 30,000
0 0
0 0

0
9,703,000 30,000 9,733,000

大項目 中項目 小項目

人件費 4,800,000 0 4,800,000
給与 4,800,000 0 4,800,000

給料 4,800,000 4,800,000
0

一般管理費 4,903,000 30,000 4,933,000
賃金 788,916 0 788,916

社会保険料等 788,916 788,916
0
0

報償費 60,000 60,000
報酬 60,000 60,000

厚生費 36,734 36,734
健康診断料 30,564 30,564
研修費 6,170 6,170

需用費 1,142,376 30,000 1,172,376
消耗品費 75,876 75,876
燃料費 133,896 133,896
印刷製本費 0 0
光熱水費 824,604 30,000 854,604
修繕費 108,000 108,000

0
0

役務費 470,822 0 470,822
通信運搬費 189,240 189,240
手数料 166,022 166,022
公用車点検・保険料 106,920 106,920
浄化槽検査料 8,640 8,640

委託料 1,745,525 0 1,745,525
清掃業務委託料 455,189 455,189
警備委託料 270,864 270,864
浄化槽管理業務委託料 61,680 61,680
施設管理業務委託料 697,200 697,200
廃棄物収集委託料 97,632 97,632
会計・５（保守委託料 99,360 99,360
消防設備維持管理 63,600 63,600

使用料及び賃借料 319,105 0 319,105
使用料 135,198 135,198
賃借料 77,556 77,556
受信料 60,360 60,360
排水路使用料 45,991 45,991

租税公課 9,200 0 9,200
軽自動車税 6,000 6,000
印紙税 3,200 3,200

0
備品購入費 備品購入費 120,000 0 120,000

予備費 予備費 210,322 0 210,322
0

9,703,000 30,000 9,733,000

支

出

　真城地区振興会

　　会長　山内　孝義　

ᖹ成29ᖺ度

奥州市真城地区センター指定管理業務収支予算㸦案㸧

合計

合計

収

入 雑収入

繰入金

利用料金

市からの指定管理料

指定管理者自主事業収入

　収入支出差引残金なし

　　ᖹ成29ᖺ４月12日



真城地区振興会規約(一部改正後) 

 

㸦名称及び事務局㸧 

第１条 この会ࡣ、真城地区振興会と称し、事務局を奥州市真城地区センター内に置く。 

㸦目的㸧 

第㸰条 この会ࡣ、真城地区住民(以ୗࠕ会員 とࠖいう。)の融和と親睦を図ࡿことを基本理念に、

地区内各種団体及び関係機関相互の連携強化と、明ࡿく住ࡳよい豊かなまちづくりを目指し

地区の総合的な振興発展に寄与すࡿことを目的とすࡿ。 

㸦事業㸧 

第㸱条 この会ࡣ、前条の目的を達成すࡿたࡵ次の事業を行う。 

(1) 地区コ࣑ュニティ計画の策定とその推進に関すࡿこと。 

(2) 生涯学習の推進と地域文化の承⥅に関すࡿこと。 

(3) 子もの健全育成に関すࡿこと。 

(4) 健康増進と福祉活動の推進に関すࡿこと。 

(5) 快適࡛安全・安心なまちづくりに関すࡿこと。 

(6) 自然環境豊かなまちづくりに関すࡿこと。 

(7) 地域内関係団体との連絡・調整に関すࡿこと。 

(8) 振興会活動の広報に関すࡿこと。 

(9) 表彰に関すࡿこと。 

(10) 前号各号に掲ࡿࡆもののほか、目的達成のたࡵ必要と認ࡵらࡿࢀ事項 

㸦組織㸧 

第４条 この会ࡣ、会員及びこの会の趣旨に賛同し、事業を支援すࡿ団体と賛助会員㸦事業所㸧

をもࡗて構成すࡿ。 

㸦役員㸧 

第㸳条この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  㸱名 

(3) 理 事  25名以内 

(4) 監 事  㸱名 

㸦役員の任務㸧 

第６条 役員の任務ࡣ、次のとおりとすࡿ。 

(1㸧会長ࡣ、会を代表し会務を統括すࡿ。 

(2) 副会長ࡣ、会長を補佐し、会長事故あࡿとࡣࡁその職務を代行すࡿ。 

(3) 理事ࡣ、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあたࡿ。 

(4) 監事ࡣ、会の会計並びに事務を監査すࡿほか、理事会に出席し意見を述べࡿことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸦役員の選出㸧 

第７条 この会の役員ࡣ、別表第１に掲ࡿࡆ選出区分に基づࡁ総会において選出すࡿ。 

㸦役員選考委員会㸧 

第７条の㸰 会長及び副会長の選考ࡣ、第10条の専門部長及び副部長をもࡗて構成すࡿ役員選考

委員会を設置して行う。 

㸰 役員選考委員会に互選によࡗて委員長を置ࡁ、委員長ࡣ会議を招集し、議長となࡿ。 

㸱 会議ࡣ委員の過半数以上の出席ࡀなけࡤࢀ開催すࡿことࡁ࡛ࡀない。 

４ 役員選考委員会のᗢ務ࡣ、第13条の事務局において処理すࡿ。 

㸦役員の任期㸧 

第㸶条 役員の任期ࡣ㸰ᖺとすࡿ。たࡔし、再任を妨ࡆない。 



㸰 役員にḞ員ࡀ生ࡌた場合ࡣ、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充すࡿものとす

 。ࡿ

㸱 Ḟ員により就任した役員の任期ࡣ、前任者の残任期間とすࡿ。 

４ 役員ࡣ任期満了といえも、後任者ࡀ就任すࡿま࡛ࡣその職務を行うものとすࡿ。 

㸦代議員㸧 

第９条 この会の㔜要事項の審議及び運営の円滑化を図ࡿたࡵ、代議員を置く。 

㸰 代議員ࡣ、次の区分により選出すࡿ。 

(1) 地域推薦 各行政区から１名 

(2) 職域代表 別表第㸰に掲ࡿࡆ団体、機関の長等 

㸱 代議員の任期及びḞ員ࡀ生ࡌた場合ࡣ、第㸶条の規定を準用すࡿ。 

㸦専門部㸧 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図ࡿ。 

㸰 専門部に部長、副部長及び部員を置ࡁ、理事会において、部長及び副部長を理事から選出し、

部員ࡣ理事及び代議員から選出して、会長ࡀ委嘱すࡿ。 

㸱 専門部の構成ࡣ次のとおりとすࡿ。 

(1) 経営企画部 

(2) 学習文化部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活安全・環境部 

㸦会議㸧 

第11条 この会の会議ࡣ、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会ࡣ会長ࡀ招集し、専門

部会ࡣ部長ࡀ招集すࡿ。 

㸰 総会ࡣ、代議員をもࡗて構成し、毎ᖺ１回こࢀを招集すࡿ。たࡔし、必要と認ࡵた場合ࡣ臨

時総会を開くことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸱 総会ࡣ次の事項を審議決定すࡿ。 

(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 

(5) その他㔜要事項 

４ 総会の議長ࡣ、出席した代議員のうちから選出すࡿ。 

㸳 会議ࡣ、構成員の㸰分の１以上の出席者をもࡗて成立し、議事ࡣ、出席者の過半数࡛こࢀを

決し、可否同数の場合ࡣ議長の決すࡿとこࢁによࡿ。 

㸦顧問㸧 

第12条 この会に、顧問を置くことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸰 顧問ࡣ、次の者から会長ࡀ理事会の同意をえて委嘱すࡿ。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験者 

㸦事務局㸧 

第13条 この会に、事務局を置く。 

㸰 事務局員ࡣ、会長ࡀ指名し、理事会の承認を得ࡿ。 

㸱 事務局員ࡣ、この会のᗢ務、会計事務に従事すࡿ。 

４ 事務局員のうちから、会長ࡀ事務局長を指名し、事務局長ࡣ事務局の責任者になࡿ。 

 

㸦経費㸧 



第14条 この会の経費ࡣ、会費、寄付金その他の収入をもࡗて充てࡿ。 

㸰 会員及び賛助会員から徴収すࡿ会費の額、徴収方法ࡣ、総会において決定すࡿ。 

㸦会計ᖺ度㸧 

第15条 この会の会計ᖺ度４、ࡣ月１日から始まり、翌ᖺ㸱月31日に終わࡿ。 

  (真城のロ࣐ࢦーク) 

第16条 真城のロ࣐ࢦークを別記のとおり定ࡿࡵ。 

㸦補則㸧 

第17条 この規約に定ࡿࡵもののほか、必要な事項ࡣ会長ࡀこࢀを定ࡿࡵ。 

附 則 

１ この規約ࡣ、議決の日から施行すࡿ。 

㸰 本会の規約ࡣ、昭和50ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

㸱 この会の一部改正事項ࡣ、ᖹ成元ᖺ４月28日から実施すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成７ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成12ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成17ᖺ㸳月20日から施行すࡿ。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この規約ࡣ、ᖹ成 29ᖺ４月 12日から施行すࡿ。 

  (経過措置) 

㸰 規約改正直後の第㸶条及び第９条࡛定ࡿࡵ役員及び代議員の任期ࡣ、改正前の規約によࡿ任

期の残任期間とし、ᖹ成 30ᖺ㸱月 31日ま࡛とすࡿ。 

㸱 前㸰の規定によࡿᖹ成 29ᖺ度の役員及び代議員ࡣ、改正後の規約にかかわらࡎᖹ成 28ᖺ度

の役員及び代議員ࡀ引ࡁ⥆ࡁ職務に当たࡿ。 

４ 改正後の第 10条第㸱項の専門部の事業ࡣ、そࢀࡒࢀ改正前の専門部の事業を次のとおり引

 。ࡿ専門部間࡛調整を図ࡣまた、規約改正後の新たな事業の担当。ࡿものとすࡄ⥅ࡁ

規約改正後の専門部 規約改正前の専門部 

経営企画部 地域振興部 

学習文化部 教育文化・スポーツ部 

生活安全・
環境部 生活環境部 

 

別記(第 16条関係) 

 解説ࠖࠕ

                       中央のロࠕࡣࢦ真城ࠖのࠕshinjo のࠖスペル

を具象化したもの。ࠕo (ࠖオー)の円の中にࠕsࠖ

hࠕ iࠕࠖ nࠕࠖ 結ࡀj࡛ࠖ模し、地区の皆さんࠕࠖ

集していࡿイメージを表現していࡿ。色の構成

柳ࠕࡿル࡛あ࣎ンࢩ真城小学校の、ࡣ のࠖ葉の

緑色(DIC13ࠕ 版 379 番) 、ࠖ米こ࡛ࢁあࡿ真

城の稲穂のࠕ金色(DIC13版 124番) 及ࠖびࠕ白ࠖ

の୕色からなࡿ。 

 

 



別表第１㸦第７条関係㸧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 地域推薦の理事と会長、副会長及び監事ࡣ兼ࡿࡡことࡁ࡛ࡀない。 

  㸰 地域推薦以外の理事該当者ࡀ会長、副会長に就任したとࡣࡁ、その職の理事ࡣḞ員とす 

 。ࡿ

 

別表第㸰 

職域代表㸦第９条第㸰項第㸰号関係㸧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 役職ࡀ㔜複すࡿ場合、つ目以降の職域代表ࡣ代理者をもࡗて充てࡿ。 

  㸰 役員と代議員ࡀ役職兼務等により同一人ࡀ選考さࡿࢀことになࡿ場合ࡣ、役員を優先 

し、代議員にࡣ代理者をもࡗて充てࡿ。 

 

役員名 人員 選  出  区  分 

会長 １名 役員選考委員会࡛選考 

副会長 㸱名 役員選考委員会࡛選考 

理事 25名以内 

地域推薦㸦各行政区から１人㸧 

真城地区区長会長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員㸦真城地区選出㸧 

真城地区民生児童委員協議会長 

真城地区防犯協会長 

水沢区地域福祉推進協議会真城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子も会育成会連絡協議
会長 

監事 㸱名 

真城地区区長会からの推薦者 

真城地区民生児童委員協議会からの推薦者 

真城地区農事実行組合協議会からの推薦者 

選  出  区  分 

奥州市立水沢南中学校長 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ会長 

岩手ふࡿさと農協㸦真城地区選出経営管理委員㸧 

胆沢ᖹ㔝土地改良区理事又ࡣ監事 

水沢警察署真城駐在所長 

交通安全協会水沢支部真城分会長 

奥州市消防団第６分団長 

真城地区婦人消防協力会長 



 

 

 

資 料 



資料　専門部の構成について

役職 氏名 団体 地域振興部

教育文化・ス

ポーツ部

健康・福祉部 生活環境部

1 理事 吉田　健一　 行政区長 副部長

2 理事 吉田　宗雄 行政区長 ○

3 理事 千葉　長英 行政区長 ○

4 理事 菅原　公文 行政区長 部長

5 理事 岩淵　雅規 行政区長 ○

6 理事 鈴木　琢夫 行政区長 ○

7 理事 今野　紀昭 行政区長 副部長

8 理事 千葉　信明 行政区長 ○

9 理事 藤井　邦夫 行政区長 ○

10 理事 佐川　一美 行政区長 副部長

11 理事 佐藤　政幸 真城小学校 ○

12 理事 阿部　廣 地域福祉推進協議会真城支部長 部長

13 理事 佐藤　時雄 総合型真城体育協会長 部長

14 理事 小田原　盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会長 ○

15 理事 岡元　世子 子ども会育成会連絡協議会長 ○

16 理事 菅原　亮一 奥州市農業委員会委員 ○

17 理事 佐藤　永匡 奥州市農業委員会委員 ○

18 理事 （重複） 民生児童委員協議会長

19 理事 山内　康晴 水沢警察署真城駐在所長 ○

20 理事 千葉　悦三 真城地区センター長 ○

21 代議員 高橋　裕紀 水沢南中学校長 ○

22 代議員 佐藤　茂利 真城小学校ＰＴＡ会長 ○

23 代議員 高橋　潤一 岩手ふるさと農業協同組合経営管理委員 ○

24 代議員 （欠員） 岩手県農業共済組合胆江地域センター

25 代議員 佐藤　富雄 胆沢平野土地改良区理事 ○

26 代議員 武田　利隆 真城地区防犯協会長 ○

27 代議員 後藤　準悦 交通安全協会真城分会副分会長 ○

28 代議員 阿部　信行 消防団第六分団長 ○

29 代議員 阿部　加代子 真城婦人消防協力会長 ○

30 代議員 佐々木　慎一郎 地域代表 ○

31 代議員 千葉　勝 地域代表 ○

32 代議員 那須川　佑吉 地域代表 副部長

33 代議員 吉田　和重 地域代表 ○

34 代議員 村上　時己 地域代表 ○

35 代議員 菅原　信一 地域代表 ○

36 代議員 今野　豊喜 地域代表 部長

37 代議員 佐藤　光明 地域代表 ○

38 代議員 千葉　信明 地域代表

39 代議員 千田　明 地域代表 ○

40 代議員 千田　繁 地域代表 ○

41 代議員 亀井　真弓 地域代表 ○
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真城地区センター指定管理検討委員会規程 

平成 27年 3月 17日制定 

 

(設置) 

第１条 真城地区センターを対象施設とした地方自治法に規定する指定管理に関

する事項を調査・検討するため、真城地区振興会内に真城地区センター指定管

理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 真城地区センターの指定管理に関する調査・研究 

(2) その他真城地区振興会会長（以下「会長」という。）が必要と認めた事項 

(委員会) 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員長には会長を、副委員長には真城地区振興会副会長をもって充てる。 

３ 委員は、真城地区振興会専門部の各部長及び部員のうちから１名以上を会長

が任命し、関係団体選出の者を会長が委嘱する。 

４ 委員には、知識経験者を含めることができる。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

(委員) 

第５条 委員は、所掌事務の遂行にあたる。 

(会議) 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決する

ところによる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、真城地区振興会事務局職員が担当する。 

(補則) 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成 27年４月 14日から施行する。 

２ 本規程は、目的を達成した時点をもって廃止される。 

 



役　職 氏　名 備　考 選　出　区　分

1 委員長 山内　孝義 会長 規程第３条第２項

2 副委員長 佐藤　正美 副会長 規程第３条第２項

3 副委員長 小澤　房子 副会長 規程第３条第２項

4 副委員長 三宮　宮子 副会長 規程第３条第２項

5 委員 菅原  公文 地域振興部部長 規程第３条第３項

6 委員 吉田  健一 地域振興部選出 規程第３条第３項

7 委員 佐藤  時雄 教育文化・スポーツ部部長 規程第３条第３項

8 委員 鈴木  琢夫 教育文化・スポーツ部選出 規程第３条第３項

9 委員 阿部  廣 健康・福祉部部長 規程第３条第３項

10 委員 岩淵  雅規 健康・福祉部選出 規程第３条第３項

11 委員 今野  紀昭 生活環境部部長 規程第３条第３項

12 委員 千葉  敏彦 生活環境部選出 規程第３条第３項

13 委員 小田原  盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会選出 規程第３条第３項、関係団体

14 委員 岡元  世子 真城小学校区子ども会育成会連絡協議会選出 規程第３条第３項、関係団体

15 委員 武田  利隆 真城地区防犯協会選出 規程第３条第３項、関係団体

16 委員 佐々木  文也 総合型真城体育協会選出 規程第３条第３項、関係団体

17 委員 遠藤  計悦 真城地区振興会顧問 規程第３条第４項、知識経験者

18 委員 菅原　晴輝 前真城地区振興会理事・前秋成行政区長 規程第３条第４項、知識経験者

19 委員 千葉  俊夫 前真城地区振興会理事・前大深沢行政区長 規程第３条第４項、知識経験者

20 委員 佐藤　永匡 奥州市協働のまちづくりアカデミー第１期修了生 規程第３条第４項、知識経験者

真城地区センター指定管理検討委員会　委員構成



   真城地区センター指定管理検討委員会の審議・活動の経過 

 

第１回（平成 27 年４月 28 日） 

 委員会の運営ルール・審議スケジュールの確認 

 指定管理者制度の基礎学習 

 

先進団体視察研修（６月９日） 

 秋田県湯沢市・岩崎地区自治会議（26 名参加） 

 

第２回（６月 17 日） 

 研修・視察の総括、募集要項等の確認、検討課題の整理 

 

第３回（７月 13 日） 

 奥州市地区センター条例等、使用料収入の現状の確認 

 地区内団体の現状と真城地区振興会との関与を洗い出し 

 

第４回（８月 27 日） 

 地区内団体の現状と方向性について 

 

第５回（９月 29 日） 

 地区内団体事務の取扱い方針について 

 真城地区振興会事業の棚卸しについて 

 

第６回（10 月 30 日） 

 団体事務の取り扱いについて 

 

真城地区振興会専門部長・副部長会議（11 月 13 日） 

 検討委員会における意見を受け、地区内各団体の事務局対応等について協議。 

 

先進団体視察研修（11 月 18 日） 

 宮城県多賀城市・大代地区コミュニティ推進協議会（16 名参加） 

  

第７回（平成 28 年２月 25 日） 

 対応方針の再確認、業務推進の考え方について 

  

第８回（平成 28 年５月 25 日） 

 募集要項等、スケジュールの確認、人事対応方針の確認 

 

第９回（平成 29 年１月 12 日） 

 人事、体制整備について 



真城地区第二次コミュニティ計画策定委員会規程 

平成 28年７月 11日制定 

 

(設置) 

第１条 本規定は、真城地区振興会真城地区コミュニティ計画見直し作業要領

を踏まえて、見直し計画の策定を行う真城地区第二次コミュニティ計画策定委

員会を設置することとし、必要な事項を定める。 

 (所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、真城地区コミュニティ計画案（第二次）の策定

とする。 

 (委員会) 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には真城地区振興会会長を、副委員長には真城地区振興会副会長を

もって充てる。 

３ 委員は、真城地区振興会専門部の部長及び副部長のほか、公募により選定

した者を委員として、会長が委嘱する。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が都合により欠席のときは、その職

務を代理する。 

(委員) 

第５条 委員は、所掌事務の遂行にあたる。 

(会議) 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、真城地区振興会事務局が担当する。 

(補則) 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成 28年７月 11日から施行する。 

２ 本規程は、真城地区第二次コミュニティ計画が決定された時点で廃止する。 

 



役　職 氏　名 備　考 選　出　区　分

1 委員長 山内　孝義 会長 規程第３条第２項

2 副委員長 佐藤　正美 副会長 規程第３条第２項

3 副委員長 小澤　房子 副会長 規程第３条第２項

4 副委員長 三宮　宮子 副会長 規程第３条第２項

5 委員 菅原  公文 地域振興部部長 規程第３条第３項

6 委員 吉田  健一 地域振興部副部長 規程第３条第３項

7 委員 佐藤  時雄 教育文化・スポーツ部部長 規程第３条第３項

8 委員 千田　一男 教育文化・スポーツ部副部長 規程第３条第３項

9 委員 阿部  廣 健康・福祉部部長 規程第３条第３項

10 委員 吉田  宗雄 健康・福祉部副部長 規程第３条第３項

11 委員 今野  豊喜 生活環境部部長 規程第３条第３項

12 委員 今野  紀昭 生活環境部副部長 規程第３条第３項

13 委員 規程第３条第３項、公募枠

14 委員 規程第３条第３項、公募枠

15 委員 規程第３条第３項、公募枠

16 委員 規程第３条第３項、公募枠

真城地区第二次コミュニティ計画策定委員会　委員構成
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改  正  後 現     行 

㸦名称及び事務局㸧 

第１条 この会ࡣ、真城地区振興会と称し、事務局を奥州市真城地区センター内に置く。 

 

㸦目的㸧 

第㸰条 この会ࡣ、真城地区住民(以ୗࠕ会員ࠖという。)の融和と親睦を図ࡿことを基本理念に、地区内

各種団体及び関係機関相互の連携強化と、明ࡿく住ࡳよい豊かなまちづくりを目指して、地区の総合

的な振興発展に寄与すࡿことを目的とすࡿ。 

㸦事業㸧 

第㸱条 この会ࡣ、前条の目的を達成すࡿたࡵ次の事業を行う。 

(1) 地区コ࣑ュニティ計画の策定とその推進に関すࡿこと。 

(2) 生涯学習の推進と地域文化の承⥅に関すࡿこと。 

(3) 子もの健全育成に関すࡿこと。 

(4) 健康増進と福祉活動の推進に関すࡿこと。 

(5) 快適࡛安全・安心なまちづくりに関すࡿこと。 

(6) 自然環境豊かなまちづくりに関すࡿこと。 

(7) 地域内関係団体との連絡・調整に関すࡿこと。 

(8) 振興会活動の広報に関すࡿこと。 

(9) 表彰に関すࡿこと。 

(10) 前号各号に掲ࡿࡆもののほか、目的達成のたࡵ必要と認ࡵらࡿࢀ事項 

㸦組織㸧 

第４条 この会ࡣ、会員及びこの会の趣旨に賛同し、事業を支援すࡿ団体と賛助会員㸦事業所㸧をもࡗて 

構成すࡿ。 

㸦役員㸧 

第㸳条この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  㸱名 

(3) 理 事  25名以内 

(4) 監 事  㸱名 

㸦役員の任務㸧 

第６条 役員の任務ࡣ、次のとおりとすࡿ。 

(1㸧会長ࡣ、会を代表し会務を統括すࡿ。 

(2) 副会長ࡣ、会長を補佐し、会長事故あࡿとࡣࡁその職務を代行すࡿ。 

(3) 理事ࡣ、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあたࡿ。 

(4) 監事ࡣ、会の会計並びに事務を監査すࡿほか、理事会に出席し意見を述べࡿことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸦名称及び事務局㸧 

第１条 この会ࡣ、真城地区振興会と称し、事務局を真城地区センター㸦以ୗࠕ地区センターࠖとい

う。㸧内に置く。 

㸦目的㸧 

第㸰条 この会ࡣ、真城地区民の融和と親睦を図ࡿことを基本理念に、地区内各種団体及び関係機関相互

の連携強化と、明ࡿく住ࡳよい豊かなまちづくりを目指して、地区の総合的な振興発展に寄与すࡿこ

とを目的とすࡿ。 

㸦事業㸧 

第㸱条 この会ࡣ、前条の目的を達成すࡿたࡵ次の事業を行う。 

(1) 産業経済の振興に関すࡿこと。 

(2) 教育文化、スポーツの振興に関すࡿこと。 

 

(3) 健康と福祉の増進に関すࡿこと。 

(4) 快適࡛安全なまちづくりに関すࡿこと。 

(5) 自然環境豊かなまちづくりに関すࡿこと。 

(6) 諸団体間との連絡連携に関すࡿこと。 

 

(7) 表彰に関すࡿこと。 

(8) その他、目的達成に関すࡿこと。 

㸦組織㸧 

第４条 この会ࡣ、真城地区に在住すࡿ市民㸦会員㸧及び、この会の趣旨に賛同し、事業を支援すࡿ団体

と事業所㸦賛助会員㸧をもࡗて構成すࡿ。 

㸦役員㸧 

第㸳条この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  㸱名 

(3) 理 事  25名以内 

(4) 監 事  㸱名 

㸦役員の任務㸧 

第６条 役員の任務ࡣ、次のとおりとすࡿ。 

(1㸧会長ࡣ、会を代表し会務を統括すࡿ。 

(2) 副会長ࡣ、会長を補佐し、会長事故あࡿとࡣࡁその職務を代行すࡿ。 

(3) 理事ࡣ、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあたࡿ。 

(4) 監事ࡣ、会の会計並びに事務を監査すࡿほか、理事会に出席し意見を述べࡿことࡿࡁ࡛ࡀ。 



真城地区振興会規約新ᪧ対照表 No.2 

改  正  後 現     行 

㸦役員の選出㸧 

第７条 この会の役員ࡣ、別表第１に掲ࡿࡆ選出区分に基づࡁ総会において選出すࡿ。 

㸦役員選考委員会㸧 

第７条の㸰 会長及び副会長の選考ࡣ、第10条の専門部長及び副部長をもࡗて構成すࡿ役員選考委員会を

設置して行う。 

㸰 役員選考委員会に互選によࡗて委員長を置ࡁ、委員長ࡣ会議を招集し、議長となࡿ。 

㸱 会議ࡣ委員の過半数以上の出席ࡀなけࡤࢀ開催すࡿことࡁ࡛ࡀない。 

４ 役員選考委員会のᗢ務ࡣ、第13条の事務局において処理すࡿ。 

㸦役員の任期㸧 

第㸶条 役員の任期ࡣ㸰ᖺとすࡿ。たࡔし、再任を妨ࡆない。 

㸰 役員にḞ員ࡀ生ࡌた場合ࡣ、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充すࡿものとすࡿ。 

㸱 Ḟ員により就任した役員の任期ࡣ、前任者の残任期間とすࡿ。 

４ 役員ࡣ任期満了といえも、後任者ࡀ就任すࡿま࡛ࡣその職務を行うものとすࡿ。 

㸦代議員㸧 

第９条 この会の㔜要事項の審議及び運営の円滑化を図ࡿたࡵ、代議員を置く。 

㸰 代議員ࡣ、次の区分により選出すࡿ。 

(1㸧 地域推薦 各行政区から１名 

(2㸧 職域代表 別表第㸰に掲ࡿࡆ団体、機関の長等 

㸱 代議員の任期及びḞ員ࡀ生ࡌた場合ࡣ、第㸶条の規定を準用すࡿ。 

㸦専門部㸧 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図ࡿ。 

㸰 専門部に部長、副部長及び部員を置ࡁ、理事会において、部長及び副部長を理事から選出し、部員ࡣ

理事及び代議員から選出して、会長ࡀ委嘱すࡿ。 

㸱 専門部の構成ࡣ次のとおりとすࡿ。 

(1) 経営企画部 

(2) 学習文化部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活安全・環境部 

㸦会議㸧 

第11条 この会の会議ࡣ、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会ࡣ会長ࡀ招集し、専門部会ࡣ部

長ࡀ招集すࡿ。 

㸰 総会ࡣ、代議員をもࡗて構成し、毎ᖺ１回こࢀを招集すࡿ。たࡔし、必要と認ࡵた場合ࡣ臨時総会を

開くことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸱 総会ࡣ次の事項を審議決定すࡿ。 

㸦役員の選出㸧 

第７条 この会の役員ࡣ、別表第１に掲ࡿࡆ選出区分に基づࡁ総会において選出すࡿ。 

 

 

 

 

 

 

㸦役員の任期㸧 

第㸶条 役員の任期ࡣ㸰ᖺとすࡿ。たࡔし、再任を妨ࡆない。 

㸰 役員にḞ員ࡀ生ࡌた場合ࡣ、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充すࡿものとすࡿ。 

㸱 Ḟ員により就任した役員の任期ࡣ、前任者の残任期間とすࡿ。 

４ 役員ࡣ任期満了といえも、後任者ࡀ就任すࡿま࡛ࡣその職務を行うものとすࡿ。 

㸦代議員㸧 

第９条 この会の、㔜要事項の審議及び運営の円滑化を図ࡿたࡵ、代議員を置く。 

㸰 代議員ࡣ、次の区分により選出すࡿ。 

(1㸧 地域代表 各行政区から１名㸦行政区長以外㸧 

(2㸧 職域代表 別表第㸰に掲ࡿࡆ、団体・機関の代表者 

㸱 代議員の任期及びḞ員ࡀ生ࡌた場合ࡣ、第㸶条の規定を準用すࡿ。 

㸦専門部㸧 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図ࡿ。 

㸰 専門部の部長並びに部員ࡣ、理事会において理事及び代議員のうちから選出し、会長ࡀ委嘱すࡿ。 

 

㸱 専門部の構成ࡣ次のとおりとすࡿ。 

(1) 地域振興部 

(2) 教育文化・スポーツ部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活環境部 

㸦会議㸧 

第11条 この会の会議ࡣ、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会ࡣ会長ࡀ招集し、専門部会ࡣ部

長ࡀ招集すࡿ。 

㸰 総会ࡣ、代議員をもࡗて構成し、毎ᖺ１回こࢀを招集すࡿ。たࡔし、必要と認ࡵた場合ࡣ臨時総会を

開くことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸱 総会ࡣ次の事項を審議決定すࡿ。 
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(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 

(5) その他㔜要事項 

４ 総会の議長ࡣ、出席した代議員のうちから選出すࡿ。 

㸳 会議ࡣ、構成員の㸰分の１以上の出席者をもࡗて成立し、議事ࡣ、出席者の過半数࡛こࢀを決し、可

否同数の場合ࡣ議長の決すࡿとこࢁによࡿ。 

㸦顧問㸧 

第12条 この会に、顧問を置くことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸰 顧問ࡣ、次の者から会長ࡀ理事会の同意をえて委嘱すࡿ。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験者 

㸦事務局㸧 

第13条 この会に、事務局を置く。 

㸰 事務局員ࡣ、会長ࡀ指名し、理事会の承認を得ࡿ。 

㸱 事務局員ࡣ、この会のᗢ務、会計事務に従事すࡿ。 

４ 事務局員のうちから、会長ࡀ事務局長を指名し、事務局長ࡣ事務局の責任者になࡿ。 

㸦経費㸧 

第14条 この会の経費ࡣ、会費、寄付金その他の収入をもࡗて充てࡿ。 

㸰 会員及び賛助会員から徴収すࡿ会費の額、徴収方法ࡣ、総会において決定すࡿ。 

㸦会計ᖺ度㸧 

第15条 この会の会計ᖺ度４、ࡣ月１日から始まり、翌ᖺ㸱月31日に終わࡿ。 

 

 

  (真城のロ࣐ࢦーク) 

第16条 真城のロ࣐ࢦークを別記のとおり定ࡿࡵ。 

㸦補則㸧 

第17条 この規約に定ࡿࡵもののほか、必要な事項ࡣ会長ࡀこࢀを定ࡿࡵ。 

 

附 則 

１ この規約ࡣ、議決の日から施行すࡿ。 

㸰 本会の規約ࡣ、昭和50ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

㸱 この会の一部改正事項ࡣ、ᖹ成元ᖺ４月28日から実施すࡿ。 

(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 

(5) その他㔜要事項 

４ 総会の議長ࡣ、出席した代議員のうちから選出すࡿ。 

㸳 会議ࡣ、構成員の㸰分の１以上の出席者をもࡗて成立し、議事ࡣ、出席者の過半数࡛こࢀを決し、可

否同数の場合ࡣ議長の決すࡿとこࢁによࡿ。 

㸦顧問㸧 

第12条 この会に、顧問を置くことࡿࡁ࡛ࡀ。 

㸰 顧問ࡣ、次の者から会長ࡀ理事会の同意をえて委嘱すࡿ。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験者 

㸦事務局㸧 

第13条 この会に、事務局を置く。 

㸰 事務局員ࡣ、会長ࡀ指名し、理事会の承認を得ࡿ。 

㸱 事務局員ࡣ、この会のᗢ務、会計事務に従事すࡿ。 

４ 事務局員のうちから、会長ࡀ事務局長を指名し、事務局長ࡣ事務局の責任者になࡿ。 

㸦経費㸧 

第14条 この会の経費ࡣ、会費、寄付金、その他の収入をもࡗて充てࡿ。 

㸰 会員から徴収すࡿ会費及び賛助会員の会費の額、徴収方法ࡣ、総会において決定すࡿ。 

㸦会計ᖺ度㸧 

第15条 この会の会計ᖺ度４、ࡣ月１日から始まり、翌ᖺ㸱月31日に終わࡿ。 

㸦地区センター㸧 

第16条 地区センターについてࡣ別に定ࡿࡵ。 

 

 

㸦補則㸧 

第17条 この規約に定ࡿࡵもののほか、必要な事項ࡣ会長ࡀこࢀを定ࡿࡵ。 

 

附 則 

１ この規約ࡣ、議決の日から施行すࡿ。 

㸰 本会の規約ࡣ、昭和50ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

㸱 この会の一部改正事項ࡣ、ᖹ成元ᖺ４月28日から実施すࡿ。 
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   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成７ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成12ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成17ᖺ㸳月20日から施行すࡿ。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この規約ࡣ、ᖹ成 29 ᖺ４月 12 日から施行すࡿ。 

 (経過措置) 

㸰 規約改正直後の第㸶条及び第９条࡛定ࡿࡵ役員及び代議員の任期ࡣ、改正前の規約によࡿ任期の残任

期間とし、ᖹ成 30 ᖺ㸱月 31 日ま࡛とすࡿ。 

㸱 前㸰の規定によࡿᖹ成 29 ᖺ度の役員及び代議員ࡣ、改正後の規約にかかわらࡎᖹ成 28 ᖺ度の役員及

び代議員ࡀ引ࡁ⥆ࡁ職務に当たࡿ。 

４ 改正後の第 10 条第㸱項の専門部の事業ࡣ、そࢀࡒࢀ改正前の専門部の事業を次のとおり引ࡄ⥅ࡁも

のとすࡿ。また、規約改正後の新たな事業の担当ࡣ専門部間࡛調整を図ࡿ。 

規約改正後
の専門部 規約改正前の専門部 

経営企画部 地域振興部 

学習文化部 教育文化・スポーツ部 

生活安全・
環境部 生活環境部 

 

  別記(第 16条関係) 

 

 解説ࠖࠕ

                       中央のロࠕࡣࢦ真城ࠖのࠕshinjoࠖのスペルを具象化

したもの。ࠕoࠖ(オー)の円の中にࠕsࠖࠕhࠖࠕiࠖ

イメーࡿ結集していࡀj࡛ࠖ模し、地区の皆さんࠕnࠖࠕ

ジを表現していࡿ。色の構成ࡣ、真城小学校のࢩン࣎ル

࡛あࠕࡿ柳ࠖの葉のࠕ緑色(DIC13 版 379 番)ࠖ、米こ

金色(DIC13ࠕ真城の稲穂のࡿあ࡛ࢁ 版 124 番)ࠖ及び

 。ࡿ白ࠖの୕色からなࠕ

 

 

 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成７ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成12ᖺ４月１日から施行すࡿ。 

   附 則 

 この規約ࡣ、ᖹ成17ᖺ㸳月20日から施行すࡿ。 
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別表第１㸦第７条関係㸧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     １ 地域推薦の理事と会長、副会長及び監事ࡣ兼ࡿࡡことࡁ࡛ࡀない。 

     㸰 地域推薦以外の理事該当者ࡀ会長、副会長に就任したとࡣࡁ、その職の理事ࡣḞ員とす

 。ࡿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員名 人員 選  出  区  分 

会長 １名 役員選考委員会࡛選考 

副会長 㸱名 役員選考委員会࡛選考 

理事 25名以内 

地域推薦㸦各行政区から１人㸧 

真城地区区長会長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員㸦真城地区選出㸧 

真城地区民生児童委員協議会長 

真城地区防犯協会長 

水沢区地域福祉推進協議会真城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子も会育成会連絡協議
会長 

監事 㸱名 

真城地区区長会からの推薦者 

真城地区民生児童委員協議会からの推薦者 

真城地区農事実行組合協議会からの推薦者 

別表第１㸦第７条関係㸧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 員 名 人 員 選  出  区  分 

会 長 １名 会員のうちから 

副 会 長 㸱名 会員のうちから 

理 事 25名以内 

真城地区行政区長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員 

真城地区民生児童委員協議会長 

水沢警察署真城駐在所長 

真城地区センター長 

社会福祉協議会地域福祉推進協議会真

城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子も会育成会協議会長 

監 事 㸱名 

真城地区区長会 

真城地区民生児童委員協議会 

真城地区農事実行組合協議会長 



真城地区振興会規約新ᪧ対照表 No.6 

改  正  後 現     行 

別表第㸰 

職域代表㸦第９条第㸰項第㸰号関係㸧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     １ 役職ࡀ㔜複すࡿ場合、つ目以降の職域代表ࡣ代理者をもࡗて充てࡿ。 

     㸰 役員と代議員ࡀ役職兼務等により同一人ࡀ選考さࡿࢀことになࡿ場合ࡣ、役員を優先し、

代議員にࡣ代理者をもࡗて充てࡿ。 

 

選  出  区  分 

奥州市立水沢南中学校長 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ会長 

岩手ふࡿさと農協㸦真城地区選出経営管理委員㸧 

胆沢ᖹ㔝土地改良区理事又ࡣ監事 

水沢警察署真城駐在所長 

交通安全協会水沢支部真城分会長 

奥州市消防団第６分団長 

真城地区婦人消防協力会長 

別表第㸰 

職域代表㸦第９条第㸰項第㸰号関係㸧 
 

選  出  区  分 人 員 

奥州市立水沢南中学校 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ 

岩手ふࡿさと農協 役員 

胆江地域農業共済組合 理事 

胆沢ᖹ㔝土地改良区理事又ࡣ監事 

真城地区防犯協会 

交通安全協会真城分会 

奥州市消防団第６分団 

真城地区婦人消防協力会 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 
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